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期　日 医療機関名 地域 電話番号 期　日 医療機関名 地域 電話番号

5月
3日㊐

和水クリニック 和水町原口 86-6001

17日㊐

鹿井内科 玉名市高瀬 72-2275

しまかわ医院 玉名市横島町横島 84-3722 中野医院 玉名市天水町部田見 82-3970

小田整形外科 玉名市天水町小天 82-4488 ながすクリニック 長洲町長洲 78-0527

4日㊊

ひがし成人・循環器科内科クリニック 玉名市岩崎 71-0600

24日㊐

さかき診療所 南関町上長田 53-1125

おおかど胃腸科クリニック 玉名市六田 72-5611 吉村循環器科内科医院 玉名市横島町横島 84-2765

玉名泌尿器科クリニック 玉名市岩崎 74-3272 岡本外科医院 玉名市亀甲 74-2277

5日㊋

もみの木こどもクリニック 玉名市築地 72-0033

31日㊐

浦田医院 玉名市岩崎 74-2412

田宮二郎内科 長洲町長洲 78-2150 西山クリニック 長洲町清源寺 78-7811

玉名第一クリニック 玉名市築地 72-4165 鶴上整形外科リウマチ科 玉名市亀甲 72-2007

6日㊌

田尻医院 南関町関町 53-0016
6月

7日㊐

大磯耳鼻咽喉科医院 玉名市亀甲 73-4133

大野内科クリニック 玉名市伊倉南方 72-3405 黒田クリニック内科・代謝内科 玉名市寺田 73-6688

玉名第一クリニック 玉名市築地 72-4165 いまおかクリニック 長洲町宮野 78-3410

10日㊐

河野医院 玉名市高瀬 73-3734

古庄胃腸科・内科医院 玉名市岱明町大野下 57-0013

和水町立病院 和水町江田 86-3105

期　日 医療機関名 地域 電話番号
5月

3日㊐ ハッピー薬局（本店） 玉名市滑石 76-2828

4日㊊
しょうぶ薬局 玉名市岩崎 72-5550
ライフ薬局 玉名市六田 74-5211
ケンコー堂薬局（立願寺） 玉名市岩崎 76-8383

5日㊋
海浜総合薬局（築地店） 玉名市築地 82-8338
長洲まりん薬局 長洲町長洲 78-8868

6日㊌ 新生堂薬局（南関店） 南関町関町 79-7667

期　日 医療機関名 地域 電話番号

10日㊐
そうごう薬局（高瀬店） 玉名市高瀬 57-7181
ハッピー薬局（岱明店） 玉名市岱明町大野下 57-5008
菊水堂薬局 和水町江田 86-2971

17日㊐ つばめ薬局 玉名市高瀬 79-8020
24日㊐ 松林堂薬局 南関町上長田 53-1151

31日㊐
新生堂薬局（玉名はねぎ店） 玉名市繁根木 74-3191
長洲きんぎょ薬局 長洲町清源寺 63-9385
そうごう薬局（玉名亀甲店） 玉名市亀甲 76-6181

休日在宅医（5月〜6月7日）

休日当番薬局（5月）

～トマト類生産者の皆様へ～
トマト黄化葉巻病対策のお願いトマト黄化葉巻病対策のお願い

繁殖期の野鳥保護及び指導取締強化月間について繁殖期の野鳥保護及び指導取締強化月間について

　玉名管内では、トマト黄化葉巻病が発生しており、この病気が多発するとトマトの栽培に甚

大な被害を与える可能性があります。（下写真参照）。

　このため、トマト黄化葉巻病の撲滅を図ることを目的に、本年については、以下の２点の対策

をお願い致します。

　① 栽培終了後は、７月１７日までにハウスの閉め込み（鋤き込み）を実施

　② 定植は、天井被覆フィルム、防虫ネットを設置して８月１５日以降に実施

【一般の家庭菜園の人へ】

　一般の家庭菜園でも、トマト黄化葉巻病の発病株を放置しておくと、他のトマトに、次々に伝

染していきます。

　発病株を見つけたら直ちに抜き取り、土中に埋めるか、肥料袋等に入れ、密閉して処分してい

ただくよう御協力をお願いします。

【トマト以外の作物について】

　ナス、アスパラガス、オクラ等他の作物においても、コナジラミ類の防除に御協力を御願いし

ます。

【周辺の除草等について】

　畑や菜園周辺の雑草はコナジラ類の発生・増殖減になるため、除草を徹底しましょう。

　また、廃棄した果実等から発芽した野良ばえもトマト黄化葉巻病の伝染源となります。廃棄

する果実は放置せず、発病株同様の処理にご協力をお願いします。

問 玉名地域緊急病害虫防除対策会議事務局 　☎74-2193
玉名地域振興局農業普及・振興課  野菜産地づくり支援班

　春は野鳥の繁殖期です。巣立ちしたヒナが地面に落ちているのを見かけた場合は、近くに姿が見えな
くても親鳥が世話をしていますので拾わないようにしましょう。
　熊本県では、５月10日からの１か月間を指導取締強化月間と定め、違法捕獲等の防止に取り組んでい
ます。野生鳥獣または鳥類の卵は、鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、狩
猟による捕獲、許可を受けた人以外は、原則としてその捕獲、殺傷または採取が禁止されています。県民
の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　なお、野生鳥獣（メジロ、ホオジロなど）の愛がん飼養目的の捕獲は、鳥獣の乱獲を助長するおそれがあ
ることから許可していません。
　ただし、平成24年３月31日までに、許可を得て捕獲し飼養登録済みの個体は、更新手続きを行うこと
で、引き続き飼養することができます。
　詳しくは、南関町経済課、または熊本県県北広域本部玉名地域振興局林務課にお問い合わせください。

問 経済課 農林振興係　☎57-8504
　 熊本県県北広域本部玉名地域振興局 林務課　☎74-2138

○�発熱時の医療機関の受診については、来院前に必ず電話連絡後
受診するようお願いします。

○�診療時間は午前9時から午後5時です。 変更は防災行政無線で
お知らせします。

○和水町への医療機関への電話は、市外局番（0968）が必要です。


